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１．目的 

広島文化学園大学・短期大学（以下本学）では、学生がソーシャルメディアをより適正かつ安全に使

用するために以下のようなガイドラインを定めました。 

近年スマートフォン等の普及により、ソーシャルメディアの利用は情報の発信や入手において、重要

な手段の一つになっています。その一方で、ソーシャルメディアを利用した情報発信は、情報発信者が

意図しない問題を引き起こし、加害者にも被害者にもなり得る状況です。また、これらの問題は、社会

に大きな影響を及ぼす場合があり、発信者本人だけでなく、関係者も大きな不利益を被る可能性もあり

ます。 

学生の皆さんは、本ガイドラインを十分理解し、自覚と責任を持ってソーシャルメディアを利用する

ようにしてください。 

 

２．定義 

ソーシャルメディアとは、Twitter、Facebook、LINE、ブログ、mixi、YouTube、Instagram、ニコ

ニコ動画、掲示板、Q&A サイトなど、インターネット上で利用者が情報を発信することにより形成さ

れるメディアのことをいいます。 

 

３．ソーシャルメディア利用時の注意点 

１）各種法令の遵守 

 日本国の法令（海外においてはその国の法令）や国際法、各種サービスの利用規約、本学が定めた諸

規程を厳守しなければなりません。 

２）各種権利の尊重 

 基本的人権、プライバシー権、肖像権、著作権、商標権等を侵害することがないよう十分留意してく

ださい。 

３）正確な情報発信 

 正確な情報発信に努め、信頼性の確保できない情報をはじめ、虚偽の情報や誤解を招く情報は発信し

ないでください。 

４）守秘義務 

 授業や研究室、サークル等で知り得た守秘義務のある情報や機密情報は発信してはいけません。 

５）授業時間中の情報発信 

 授業の一環として利用する場合を除き、授業中にソーシャルメディアを私的利用した情報発信は厳に

慎んでください。 

６）免責文の掲載 

 本学の学生であることを明示してソーシャルメディアを利用する場合、掲載内容は利用者個人の見解

であり、本学の意見・見解を代表するものではないことを明記してください。 

７）ソーシャルメディアを利用したサイバー犯罪について 

 ソーシャルメディア等を利用した犯罪に十分注意し、被害の疑いがある場合は、必ず本学や警察に相

談してください。 

   

４．相談・連絡先 

本ガイドラインに関するお問い合わせ先 

 広島文化学園大学・短期大学 学生部： 坂キャンパス ：０８２－８８４－１００１ 

                    長束キャンパス：０８２－２３９－５１７１ 

                    阿賀キャンパス：０８２３－７４－６０００ 

 


